
令和５年度 手話奉仕員養成講座（入門編）実施要領 

 

１．目的 

 この講座は、聴覚障がい、聴覚障がい者の生活及び関連する福祉制度等についての知識と手話

で日常会話を行うのに必要な手話語彙及び手話表現技術を習得した手話奉仕員を養成し、もって

聴覚障がい者の自立した日常生活又は社会生活の支援に役立てることを目的とする。 

 

２．実施期間 

令和５年５月１１日から令和５年１０月５日までの毎週木曜日（全２０講座）に実施し、各講

座の実施日は、別添スケジュール表のとおりとする。 

 

３．実施内容 

 令和５年度は、厚生労働省の手話奉仕員養成講座カリキュラムに基づき、入門編を実施する。 

⑴ 主催 

三沢市、六戸町、おいらせ町、六ヶ所村 

⑵ 実施形式 

  主催自治体が直営で実施することとし、三沢市健康福祉部障害福祉課が事務局を担当する。 

⑶ 受講対象 

    主催自治体に在住、在勤、または在学している１５歳以上の方（中学生を除く）で、手 

   話を初めて学ぶ者を受講対象とする。 

    １８歳未満の受講者は保護者の同意を得るものとする。 

 ⑷ 受講料 

   無料。ただしテキスト代及びその他必要物品は自己負担とする。（⑻教材等を参照） 

 ⑸ 実施場所 

   三沢市総合社会福祉センター内 

    住所 三沢市幸町３丁目１１番５号 

    TEL ０１７６－５１―８７７２（三沢市健康福祉部障害福祉課直通） 

    FAX ０１７６－５３－２２６６ 

    E-mail msw_katei@misawashi.aomori.jp 

 ⑹ 開講時間 

   １９時から２０時３０分まで 

 ⑺ 講座数 

   講座数は 全２０講座とし、内訳は以下のとおりとする。 

   ・講義 ３講座 ・実技 １７講座 

 ⑻ 教材等 

・テキスト 「手話で学ぼう 手話で話そう」（３，３００円） 

「手話奉仕員及び手話通訳者の養成カリキュラム等について」（平成１０年７月２４日

障企第６３号厚生省大臣官房障害保健福祉部企画課長通知）の内容に準じたテキストを

使用することとし、テキストの手配、準備については、受講者自らが行うこととする。 

 



・その他必要物品等 

  受講の際、口元が透明なマスクが必要となった場合、手配及び準備については受講者 

 自らが行うものとする。 

    その他必要な物品等については、講師との協議の上、準備するものとする。 

⑼ 講師等 

  講座の開催に当たっては、ろう講師１名、健聴講師１名を配置するものとする。 

  

 ４．受講者の募集 

  ⑴ 広報 

    受講者の募集は、三沢市、六戸町、おいらせ町、六ヶ所村が各自行うものとし、募集に 

   係る広報等の文面については、三沢市が作成したものを各町村に提供する。なお、募集に 

   係る広報手段は各市町村の裁量とする。 

  ⑵ 募集期間及び申込方法 

    募集期間は、令和５年４月３日（月）から令和５年４月１７日（月）までとし、申込み 

   方法は以下のとおりとする。 

 ・窓口、郵送、メール、またはＦＡＸとし、各自治体の担当課へ申し込むものとする。 

  郵送の場合は、４月１７日（月）の消印有効とする。 

   なお、各町村は、申し込みを受ける都度、受講申込書をメールにて三沢市に提出する 

  ものとする。（メールでの提出が難しい場合はＦＡＸでも可とする。） 

  ⑶ 受講者の決定方法 

    受講定員数は２０名とし、定員を超えた場合は、先着順とする。また、受講の可否につ  

   いては、受講者決定後、各町村及び申込者本人に三沢市から通知するものとする。 

   

 ５．講座の運営 

   ⑴ 受講生の出欠の確認等 

 受講生の欠席・遅刻等の連絡先は三沢市健康福祉部障害福祉課とし、出欠記録表を作成 

し管理する。 

   ⑵ 休講 

 悪天候（災害・警報等）やその他不測の事態が発生し、講座の実施が困難な場合は、休 

講とする。その判断は三沢市が行い、その旨各町村、受講生及び講師に対して連絡するも 

のとする。 

   ⑶ 修了基準 

     全２０講座中、実技１５回以上、講義２回以上出席した者を入門編修了者とする。 

   ただし、新型コロナウイルス感染症の感染状況及び社会情勢を鑑み、修了条件を変更す  

  ることがある。その際は三沢市が他主催自治体の同意を得て、受講者へ連絡するものとす 

  る。 

   ⑷ 感染症対策 

     新型コロナウイルス感染症の状況や社会情勢などを鑑み、開催日程の変更をできること 

    とする。その他感染症に関する対策については、厚生労働省の対応に準ずるものとする。 

 

 



 ６．負担金の請求 

   三沢市が各市町村の負担金を算出し、講座終了後に各町村に請求するものとする。 

   

 ７．個人情報 

   本講座で知り得た受講者の個人情報の取扱いに注意し、本講座以外での利用は禁ずる。 

   

 ８．その他 

   この要領に定めのない事項のほか、本講座の実施に当たり疑義等が生じた場合は、主催自治 

  体による協議の上、決定することとする。 


